
 
 

 

⑶  定款の変更 

NPO 法人が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なけれ

ばなりません（法 25①）。社員総会の議決は、社員総数の２分の１以上が出席し、その出席者

の４分の３以上の多数をもってしなければなりません（定款に特別の定めがある場合には、

この限りではありません。）（法 25②）。 

なお、社員総会の議決にあたり、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったとみなされ

ます（法 14 の９①）。 

    

イ  認証が必要な場合 

NPO 法人は、次の①～⑩に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、所轄庁の条例

で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の

定款を添付した書類を所轄庁に提出し、所轄庁の認証を受ける必要があります（法 25③④）。 

   ① 目的 

   ② 名称 

   ③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

   ④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限ります。） 

   ⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 

   ⑥ 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

   ⑦ 会議に関する事項 

   ⑧ その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

   ⑨ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。） 

   ⑩ 定款の変更に関する事項 

    

   （注１）当該定款の変更が、上記③及び⑧の事項に係る変更を含むものである時には、当該定款の変

更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付して所轄庁

に提出する必要があります。 

 

 

定款の変更にあたり所轄庁に対して提出された書類の一部は、受理した日から２週間、

公衆の縦覧に供することとなります。所轄庁は、縦覧期間を経過した日から２カ月以内に

認証又は不認証の決定を行います（法 25⑤）。 

 

認証後、NPO 法人は、目的等、登記事項に変更があった場合には、２週間以内に主たる

事務所の所在地での登記、３週間以内に従たる事務所の所在地での登記が必要となります

（組登令３①、組登令 11③）。 

登記完了後、NPO 法人は、定款の変更の登記完了提出書を所轄庁に提出する必要があり

ます（法 25⑦）。 

 

（注１）所轄庁の変更を伴う定款の変更がある場合には、変更前の所轄庁（旧所轄庁）を経由して変

更後の所轄庁（新所轄庁）に提出することとなります（法 26）。つまり、NPO 法人は変更前の

所轄庁に当該書類を提出することとなります。 

（注２）縦覧期間経過後の認証又は不認証決定までの期間は、各所轄庁の条例により２カ月より短い

期間を定めている場合があります。 

 

 

 

 

☞ 【令和２年改正点】 
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○ 定款変更時（認証申請が必要な場合）に提出する書類 

 ⑴ 定款変更認証申請時に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款変更認証申請書 42 

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 44 

変更後の定款 ― 

 

⑵ 上記⑴のほか、行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 45～48 

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 49～56 

（注）「定款の変更の日」とは、定款変更の認証が見込まれる日 

 

⑶ 上記⑴⑵のほか、所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

役員名簿 

（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記

載した名簿） 

59 

確認書 60 

 

前事業年度の事業報告書 

活動計算書 

貸借対照表 

財産目録 

年間役員名簿 

前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿 

又は（設立後これらの書類が作成されるまでの間は） 

設立の時の事業計画書、活動予算書、財産目録 

 

 

 

13～15 

16～19 

20 

24 

37 

38 

又は 

設立の手引きの 

32～35、39～46、

47 

 

 

○ 定款変更認証後に提出する書類（登記事項がある場合のみ） 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款の変更の登記完了提出書 57 

登記事項証明書 ― 
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ロ 届出のみが必要な場合（認証を受ける必要がない場合） 

所轄庁変更を伴わない事務所の所在地の変更や役員の定数の変更などの以下のフローの

①⑴～⑻に掲げる事項のみに係る変更の場合には、所轄庁の認証は不要であり、所轄庁に

対する届出のみが必要となります。この場合、条例で定めるところにより、遅滞なく、当

該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所

轄庁に届け出なければなりません（法 25⑥）。また、法人は、事務所の所在地の変更があ

った登記事項に変更があった場合には、２週間以内に主たる事務所の所在地での登記、３

週間以内に従たる事務所の所在地での登記が必要となります（組登令３①、組登令 11③）。

登記完了後、定款の変更の登記完了提出書を所轄庁に提出する必要があります（法 25⑦）。 

 

 

 

 

≪参考≫定款の変更認証申請から登記完了の届出までのフロー 

（１週間未満） 

NPO 法人 

②インタ

ーネット

の 利 用

（公報へ

の掲載で

も可）に

より公表 

①定款変更認証

申請書類の提出 

P

③認証・不認証の

決定 

⑤従たる事務所の所在

地での登記 

 

所轄庁（札幌市） 

⑴提出 

（申請） 

⑵ 通知 

⑶提出

（届出） 

軽微な補正 

（２週間以内） 

（３週間以内） 
（遅滞なく） 

⑥所轄庁による 

閲覧・謄写 

市 民 

縦覧書類 

・変更後の定款 

・事業計画書 

（事業の変更を伴う場合） 

・活動予算書 

（事業の変更を伴う場合） 

④登記（主たる

事務所の所在

地での登記） 

閲覧・謄写書類 

・変更後の定款 

縦
覧
期
間
２
週
間 

２
カ
月
以
内 
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○ 定款変更時（届出のみが必要な場合（認証を受ける必要がない場合））に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款変更届出書 58 

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 44 

変更後の定款 ― 

 

○ 定款変更後に提出する書類（登記事項がある場合のみ） 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款の変更の登記完了提出書 57 

登記事項証明書 ― 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫定款変更の届出のみが必要な場合のフロー 

NPO 法人 

①定款変更の届出 

（以下の事項のみを含む定款の変更） 

(1) 事務所の所在地の変更（所轄庁の

変更を伴わない場合に限る） 

(2) 役員の定数の変更 

(3) 資産に関する事項の変更 

(4) 会計に関する事項の変更 

(5) 事業年度の変更 

(6) 解散に関する変更（残余財産の処

分に関する事項を除く） 

(7) 公告の方法の変更 

(8) 法 11 条第１項各号にない事項（合

併に関する事項、職員に関する事項、

賛助会員、顧問等に関する事項等） 

②主たる事務所の

所在地での登記 

所轄庁（札幌市） 

⑴届出 

（２週間以内） 

⑵提出（届出） 
届出の受理 

書類の確認 

 

届出の受理 

書類の確認 

 

閲覧書類の最新化 

・変更後の定款 

③従たる事務所の

所在地での登記 

（３週間以内） 
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規則様式７（法第 25条第４項関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先）札幌市長 

 

名    称 

代表者の氏名 

電 話 番 号               

 

定款変更認証申請書 

 

 下記のとおり定款を変更することについて、特定非営利活動促進法第 25条第３項の認証を受け

たいので、関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 第○条  ○○のため 

  第○条、第○条○項 ○○のため 

 

 

注 １には、変更しようとする定款の規定について、変更前と変更後とを対照させてその違いを

明らかにしてください。これにより難いときは、当該事項を記載した別紙を添付してください。 

  また、変更しようとする時期を定めている場合には、その旨も記載してください。 

 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書の提出年月日を記載

する 

特定非営利活動法人○○○

と記載する 

新旧条文等の対照表は、以下のように作成する  

新（変更後） 旧（現行） 

第○条 ○○○○･･･ 第○条 △△△△･･･ 

    

【添付書類】 

・当該定款の変更を議決した総会の議事録の謄本（法第 25条第４項）［１部］ 

・変更後の定款（法第 25条第４項）［１部］ 

・当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書  

及び活動予算書（当該定款の変更が法第 11 条第１項第３号又は第 11 号に掲げる事項に係る

変更を含むものであるときに限る。）（法第 25 条第４項）［各１部］ 
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【所轄庁変更を伴う定款変更認証申請の場合添付するもの】 

・役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名

簿をいう。）（法第 26 条第２項）［１部］ 

・確認書（法第２条第２項第２号及び法第 12 条第１項第３号に該当することを確認したこと

を示す書面）（法第 26 条第２項）[１部] 

・直近の法第 28 条第１項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は

第 10 条第１項７号の事業計画書、同項８号の活動予算書及び第 14 条の財産目録、合併後

当該書類が作成されるまでの間は第 34 条第５項において準用する第 10 条第１項７号の事

業計画書、第 34 条第５項において準用する第 10条第１項第８号の活動予算書及び法第 35

条第１項の財産目録）（法第 26条第２項）[１部] 

  （以下は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人のみ該当） 

・法第 52 条３項の規定により、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人が

法第 26 条第１項の所轄庁の変更を伴う定款の変更の申請をする場合には、２及び３に掲げ

る書類のほか、第４章４⑶「その他の報告」⑥に掲げる提出書類⑧～⑪（204 頁参照）を

添付すること。 
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記載例（法第 25条第４項関係） 

 

 

特定非営利活動法人○○○○第△△回総会議事録 

 

 

１ 日 時  ・・・・・・・・ 

２ 場 所  ・・・・・・・・ 

３ 出席者数  正会員総数【 】人のうち【 】人出席 

（うち書面表決者【 】人、電子メール表決者【 】人、表決委任者【 】人） 

４ 審議事項 

 

・ 正会員総数及び定款変更議決に必要な定足数の確認 

 

・ 定款変更に関する事項 

 

・ 事業計画及び活動予算に関する事項（行う事業の変更の場合） 

 

・ 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び法第 12 条第１項第３号に該当することの確認 

（所轄庁の変更を伴う場合） 

 

・ 事務所の移転先の決定に関する事項 

※移転先について総会ではなく理事会で議決した場合は、理事会議事録の写しをご提出ください。 

  等 

 

５ 議事の経過の概要及び議決の結果 

 

 

６ 議事録署名人の選任に関する事項 

 

 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

 

○○年○○月○○日 

議    長 ○○○○        

議事録署名人 △△△△        

同    □□□□        

（備考） 

 ・３には、書面等による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。 

・総会で代表権のある理事の選任を決議した場合、登記手続の関係で登録印の押印が必要となる。 

謄本を提出する 

原本は法人が保管する 

総会の表決権等について、定款の規定で「電磁

的方法」による表決を可能としている場合のみ

電子メールにより表決することができる 
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記載例（法第 25条第４項関係「定款の変更の日の属する事業年度の事業計画書」） 

 

 

定款変更の認証を受けた事業年度の事業計画書 

 

○○年○○月〇〇日から○○年○○月○○日まで 

 

 

特定非営利活動法人○○○ 

 

１ 事業実施の方針 

  

 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行う。 

 

 

(A)年２回（５月と

10 月に行う。） 

(B)地域の通学路

や駅周辺 

(C)20 人 

(D)通学路や

駅を利用

する市民 

(E)不特定多

数 

500 

 

 

 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

 

 

 

・地域の通学路や駅周辺の清

掃を行う活動の実施を検討

している他の団体を支援す

るため、電子メールの利用

による助言窓口を開設す

る。 

・本年度は、来年度の開設に

向けた開設準備委員会を発

足させる。 

・本事業年度は、

実施予定なし。 

 

－ 

 

－ 

 

③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学、行政、他の特定非営

利活動法人に所属し、自然

環境の保護に関する研究や

実務に携わっている方々を

招き、講演会を開催する。 

(A)年１回（１月に

開催する。） 

(B)□□市文化会

館 

(C)８人 

(D)自然環境

の保護に

関心があ

る市民 

(E)50 人 

600 

 

定款の変更の日の属する

事業年度の初日を記載 

実施する予定の事業は、

(A)から (E)までの事項

をもれなく記載する 

活動予算書などで事業費を

事業別に区分している場合

に記載する。区分していない

場合は、任意の記載事項。 

記載する場合には、事業計画書「特定非営利活

動に係る事業」の「事業費の予算額」の合計額

を、活動予算書の「特定非営利活動に係る事業」

の「事業費計」と一致させる 

定款に規定した事業名

と一致させること 

定款の変更の日の属する

事業年度の末日を記載 

定款の変更の日の属する事業年度における事業実施の方針を記載する 
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(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①会員相互の

親睦会の開

催 

・会員相互の意見交換のため、

親睦会を開催する。 

(A)年１回（12月） 

(B)○○会館 

(C)20 人 

100 

 

②チャリティ

ーコンサー

トの開催 

・自然環境の保護に関するイ

ベントにおいて、チャリテ

ィーコンサートを開催す

る。 

・本事業年度は、実施予定なし。 － 

 

 

 

 

 

【作成上の注意事項】 

１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は、それぞれ作成して

ください。 

２ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明ら

かにして記載してください。 

３ ２(2)には、定款上、「その他の事業」に関する事項を定めているものの、設立当初の

事業年度にその他の事業を実施する予定がない場合、「実施予定なし」と記載してくださ

い。 

その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容と、その他の事業の

事業内容とは、相違点を明らかにして記載する 

実施する予定の事業は、

(A)から (C)までの事項

をもれなく記載する 

記載する場合には、事業計画書「その他の事業」

の「事業費の予算額」の合計額を、活動予算書の

「その他の事業」の「事業費計」と一致させる 

定款に規定した事業名

と一致させること 
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記載例（法第 25条第４項関係「翌事業年度の事業計画書」） 

 

 

○○年度の事業計画書 

 

○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 

 

 

特定非営利活動法人○○○ 

 

１ 事業実施の方針 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行う。 

 

 

(A)年２回（５月と

10 月に行う。） 

(B)地域の通学路

や駅周辺 

(C)20 人 

(D)通学路や

駅を利用

する市民 

(E)不特定多

数 

600 

 

 

 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清

掃を行う活動の実施を検討

している他の団体を支援す

るため、電子メールの利用

による助言窓口を開設す

る。 

(A)ホームページ

の開設後、随時

実施する。 

(B)主たる事務所 

(C)３人 

(D)助言を希

望する団

体 

(E)４団体 

200 

 

③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学、行政、他の特定非営

利活動法人に所属し、自然

環境の保護に関する研究や

実務に携わっている方々を

招き、講演会を開催する。 

(A)年２回（１月と

７月に開催す

る。） 

(B)□□市文化会

館 

(C)９人 

(D)自然環境

の保護に

関心があ

る市民 

(E)各回 60人 

1,300 

 

実施する予定の事業は、

(A)から (E)までの事項

をもれなく記載する 

活動予算書などで事業費を

事業別に区分している場合

に記載する。区分していない

場合は、任意の記載事項。 

定款に規定した事業名

と一致させること 

記載する場合には、事業計画書「特定非営利活

動に係る事業」の「事業費の予算額」の合計額

を、活動予算書の「特定非営利活動に係る事業」

の「事業費計」と一致させる 

定款の変更の日の属する事業年度の翌事業年度における事業実施の方針を記載する 
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(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①会員相互の

親睦会の開

催 

・会員相互の意見交換のため、

親睦会を開催する。 

(A)年１回（12月） 

(B)○○会館 

(C)20 人 

100 

 

②チャリティ

ーコンサー

トの開催 

・自然環境の保護に関するイ

ベントにおいて、チャリテ

ィーコンサートを開催す

る。 

(A)年１回（３月） 

(B)○○ホール 

(C)15 人 

600 

 

 

 

 

 

【作成上の注意事項】 

１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は、それぞれ作成して

ください。 

２ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明ら

かにして記載してください。 

３ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、翌事業年度に

その他の事業を実施する予定がない場合、「実施予定なし」と記載してください。 

その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容とその他の事業の

事業内容とは、相違点を明らかにして記載する 
実施する予定の事業は、

(A)から (C)までの事項

をもれなく記載する 

定款に規定した事業名

と一致させること 記載する場合には、事業計画書「その他の事業」

の「事業費の予算額」の合計額を、活動予算書の

「その他の事業」の「事業費計」と一致させる 
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記載例（法第25条第４項関係「定款の変更の日の属する事業年度の活動予算書」）

定款変更の認証を受けた事業年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（１）

（２）

（１）

（２）

提出日の属する事業
年度の自至年月日を
記載

人件費とその他経費
に分けた上で、支出
の形態別に内訳を
記載

人件費とその他経
費に分けた上で、
支出の形態別に内
訳を記載

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）

施設等受入評
価益も併せて
計上（計上は法
人の任意）

事業計画書の「事
業費の予算額」の
合計額が活動予
算書の「事業費
計」と一致している
か確認する
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

前事業年度活動計算書の
「次期繰越正味財産額」と金
額が一致することを確認す
る

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要。その
他の事業を行う場合はＰ53～56の様式例を参照
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記載例（法第25条第４項関係「翌事業年度の活動予算書」）

○○年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（１）

（２）

（１）

（２）

次期事業年度の自至年
月日を記載

人件費とその他経
費に分けた上で、
支出の形態別に内
訳を記載

人件費とその他経
費に分けた上で、
支出の形態別に内
訳を記載

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）

施設等受入評
価益も併せて
計上（計上は
法人の任意）

事業計画書の
「事業費の予算
額」の合計額が
活動予算書の
「事業費計」と
一致しているか
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

前事業年度活動予算書の
「次期繰越正味財産額」と
金額が一致することを確認
する

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要。そ
の他の事業を行う場合はＰ53～56の様式例を参照
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記載例（法第25条第４項関係　「その他事業がある場合の定款の変更の日の属する事業年度の活動予算書」）

××年×月×日から××年×月×日まで
特定非営利活動法人○○○

（単位：円）
特定非営利活動に

係る事業
その他の事業 合計

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
賛助会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ××× ×××
施設等受入評価益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ××× ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
施設等評価費用 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

（２）

定款変更の認証を受けた事業年度　活動予算書

科目

（１）

（２）

（１）

提出日の属する事業年度

の自至年月日を記載

人件費とその他経

費に分けた上で、

支出の形態別に内

訳を記載

人件費とその

他経費に分け

た上で、支出

の形態別に内

施設等評価費用

も併せて計上

（計上は法人の

任意）

施設等受入

評価益も併

せて計上

（計上は法

事業計画書「特定

非営利活動に係る

事業」の「事業費

の予算額」の合計

額が活動予算書

「特定非営利活動

に係る事業」の

「事業費計」と一

致しているか確認

事業計画書「その

他の事業」の「事

業費の予算額」の

合計額が活動予算

書「その他の事

業」の「事業費

計」と一致してい

るか確認する
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
経理区分振替額 △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ×××

前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

前事業年度活動計算書の

「次期繰越正味財産額」と

金額が一致することを確認

する
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記載例（法第25条第４項関係「その他事業がある場合の翌事業年度の活動予算書」）

【　　】年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○
（単位：円）

特定非営利活動に
係る事業

その他の事業 合計

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
賛助会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ××× ×××
施設等受入評価益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ××× ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
施設等評価費用 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

科目

（１）

（２）

（１）

（２）

人件費とその

他経費に分け

た上で、支出

の形態別に内

人件費とその他

経費に分けた上

で、支出の形態

別に内訳を記載

施設等評価費用

も併せて計上

（計上は法人の

任意）

施設等受入評

価益も併せて

計上（計上は

法人の任意）

次期事業年度の自至年
月日を記載

事業計画書「特定

非営利活動に係る

事業」の「事業費

の予算額」の合計

額が活動予算書

「特定非営利活動

に係る事業」の

「事業費計」と一

致しているか確認

事業計画書「その

他の事業」の「事

業費の予算額」の

合計額が活動予算

書「その他の事

業」の「事業費

計」と一致してい

るか確認する
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
経理区分振替額 △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ×××

前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

前事業年度活動予算書の

「次期繰越正味財産額」

と金額が一致することを

確認する
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規則様式 11（法第 25条第７項関係） 

 

   年  月  日 

 

（宛先）札幌市長 

 

名    称  

代表者の氏名  

電 話 番 号  

                 

 

 

定款変更登記完了提出書 

 

 

定款の変更の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第25条第７項の規定により、

登記事項証明書を添えて提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○と記載する 

提出書の提出年月日を記載する 

【添付書類】 

・登記事項証明書（写し不可） １部 

・定款変更認証決定通知書の写し １部 

 （登記の際には、手続前に写しをとっておくか、手続時に法務局に原本還付を申し出ること） 
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規則様式 10（法第 25条第６項関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先）札幌市 

 

名    称  

代表者の氏名  

電 話 番 号  

 

 

 

 

定款変更届出書 

 

 下記のとおり定款を変更したので、特定非営利活動促進法第 25 条第６項の規定に

より、関係書類を添えて届け出ます。 

記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

  第○条  ○○のため 

  第○条、第○条○項 ○○のため 

 

 

 

 

 

注 １には、変更した定款の規定について、変更前と変更後とを対照させてその違いを明ら

かにしてください。これにより難いときは、当該事項を記載した別紙を添付してください。 

 

特定非営利活動法人○○○と記載する 

申請書の提出年月日を記載する 

新旧条文等の対照表は、以下のように作成する 

  

新（変更後） 旧（現行） 

第○条 ○○○○･･･ 第○条 △△△△･･･ 

    

【添付書類】 

・当該定款の変更を議決した総会の議事録の謄本（法第 25条第６項） １部 

・変更後の定款（法第 25条第６項）    １部 
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要綱様式１（法第 26条第 2 項関係） 

 

 

役員名簿 

法人名  

 

 

 

 

役職名 氏 名 住 所 又 は 居 所 
報酬の有

無 

理事長 

 

副理事長 

 

理事 

 

 

 

監事 

 

 

○○○○ 

 

□□□□ 

 

△△△△ 

 

 

 

▽▽▽▽ 

 

 

・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・ 

 

 

 

・・・・・・・・ 

 

 

無 

 

無 

 

有 

 

 

 

無 

 

 

 

注１ 「氏名」、「住所又は居所」、「報酬の有無」は、全ての役員について記載してください。 

２ 「氏名」、「住所又は居所」の欄には、札幌市特定非営利活動促進法施行条例第２条第

２項に掲げる書面（住民票等）によって証された氏名、住所又は居所を記載してくださ

い。 

３ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受け

ない役員には「無」を記入してください。 

４ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３

分の１以下でなければなりません。 

５ 特定非営利活動促進法第 15 条の規定により、役員として理事３人以上、監事１人以上

を置かなければなりません。また、定款に規定されている役員定数を遵守すること。 

６ 役員について、特定非営利活動促進法第 20条に規定する「役員の欠格事由」に該当し

ないこと。また、特定非営利活動促進法第 21 条「役員の親族等の排除」の規定に違反

しないこと。 

７ 監事は、理事又はその法人の職員を兼ねることはできません。 

 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。 

理事の職名を定めている場合は、それぞれの

理事について職名を記載する 
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記載例（法第 26条第 2 項関係） 

 

 

確 認 書 

 

 

特定非営利活動法人○○○は、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同

法第 12 条第１項第３号に該当することを、【  】年【  】月【  】日に開催

された(設立)総会において確認しました。 

 

 

○○年○○月○○日 

 

特定非営利活動法人○○○           

代表者  住所又は居所 ・・・・       

氏名 ○○○○          

 

 

 

 

 

特定非営利活動促進法第２条第２項第２号の要件 

 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

でないこと 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと 

ハ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対す

ることを目的とするものでないこと 

 

 

特定非営利活動促進法第 12 条第１項第３号の要件 

 

暴力団でないこと 

暴力団の統制下にある団体でないこと 

暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ）の統制下にある団体でないこと 

暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体でないこと 

 

住所又は居所を証する書面と

一致させる 

日付は総会開催日から定款変更認証申請書を提出

する日までの期間の日付となる。 
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